
第
十

三
臨

鵬
臓
碩》

學
科

の
霞
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學
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三
一
一
一

○

知
事
と
同
時
に
恭
し
く
最
敬
禮
を
爲
し
、
御
親
閲
を
仰
ぎ
奉
る
旨
を
奏
上
し
て
、
再
び
八
歩
退
き
、
一
同
玉
座
の
左
後
方
に
移
り

侍
立
し
た
。
敬
禮
黙
の
標
兵
は
配
置
さ
れ
た
。
か
く
て
「
前
へ
Ｌ
の
鋼
叺
奏
は
吹
奏
せ
ら
れ
、
軍
樂
除
は
直
に
行
進
曲
を
奏
し
て
所

定
の
位
置
に
就
き
、
全
員
十
一
一
集
團
五
萬
一
千
四
百
一
一
一
十
五
人
の
諸
隊
は
分
列
を
開
始
し
、
幾
十
旗
と
な
き
校
族
圏
旗
竿
は
、
擶
々

と
し

て
動

き
出

し
た

。
分

列
は

大
隊

を
軍

位
と

し
て

行
は

れ
、

第
一

集
團

第
一

大
隊

よ
り

順
次

に
發

進
し

、
集

團
長

は
第

一
標

兵
の

線
に

至
り

て
軍

凋
に

敬
禮

を
行

ひ
、

大
隊

長
は

第
一

標
兵

の
線

に
て

「
頭

右
」

の
號

令
を

下
し

、
大

隊
の

全
員

一
齊

に
玉

座
に

注
目

す
る

や
、

陛
下

に
は

畏
く

も
御

畢
手

の
御

答
禮

を
行

は
せ

ら
れ

た
。

第
二

標
兵

の
線

に
至

れ
ば

、
集

團
長

は
軍

燭
に

「
直

し
」

を

行
ひ
、
大
隊
長
は
大
隊
に
「
直
し
Ｌ
の
號
令
を
し
た
。
第
一
一
第
一
一

一
と
行

進
は
縞
け

ら
れ
、
陛

下
に
は
一

々
御
答
禮

を
賜

は
っ

た
。

分
列
式
を
終
れ
る
大
隊
は
、
所
定
の
位
置
に
至
り
て
「
左
向
止
レ
」
を
行
っ
た
。

か
く
し
て
各
隊
と
も
に
、
歩
武
堂
く
一
絲
飢
れ
ず
、
天
晴
の
出
來
榮
え
を
以
て
分
列
は
濟
ん
だ
。
軍
楽
隊
は
曲
目
を
改
め
、
奉

唱
除

誘
導

の
爲

に
前

進
し

、
定

め
の

線
に

て
稗

回
し

て
奉

唱
際

の
前

進
を

待
っ

た
。

一
蔦

四
千

五
百

七
十

一
人

よ
り

成
る

奉
迎

歌
奉

唱
部

隊
は

、
奉

唱
部

隊
指

揮
者

の
號

令
に

依
っ

て
前

進
を

起
し

、
軍

楽
隊

と
合

し
て

奉
唱

位
置

に
着

き
、

停
止

の
後

玉
座

に
向

っ

て
最
敬
禮
を
な
し
た
。
陛
下
の
御
答
禮
了
ろ
や
、
軍
楽
隊
の
奉
迎
歌
の
奏
楽
に
續
い
て
軍
楽
隊
の
奏
楽
に
和
し
つ
シ
、
御
親
閲

ふ
く

る
詮

奉
迎

歌
「

一
，

あ
シ

こ
シ

に
す

め
ら

み
こ

と
の

鳳
輩

を
迎

へ
ま

つ
れ

り
鳳

輩
を

迎
へ

ま
つ

れ
り

み
光

に
阿

蘇
の

高
嶺

も
有

を
ろ

が
さ
ら

明
の
海
も
か
が
ょ
ふ
一
一
、
あ
診
今
し
す
め
ら
み
こ
と
の
御
姿
を
拝
み
ま
つ
る
御
姿
を
拝
み
や
つ
る
み
惠
の
い
か
な
る
幸
か

か
し

こ
さ

に
涙

こ
ぼ

る
ろ

三
、

を
輯

わ
れ

ら
生

け
る

か
ひ

あ
り

お
ほ

け
な

き
今

日
の

ほ
ま

れ
を

お
ほ

け
な

き
今

日
の

ほ
ま

れ

を
萬
世
に
語
り
つ
ぎ
つ
シ
こ
と
ほ
か
む
ひ
と
つ
心
に
」
を
奉
唱
し
た
。
奉
唱
す
る
萬
餘
の
若
き
女
子
も
、
之
に
耳
歌
つ
る
老
若

男
女

幾
十

萬
の

民
草

も
、

唯
々

感
激

Ｑ
一

宇
に

霊
さ

れ
た

。

奉
唱
は
了
っ
た
。
各
縣
知
事
は
時
を
移
さ
ず
玉
座
に
面
し
て
指
揮
鑿
の
右
方
に
位
置
し
た
Ｐ
軍
楽
隊
の

奏
す
る
「
君

が
代
」

の

第
一

節
に

続
い

て
御

親
閲

拝
受

團
鵠

全
員

は
、

「
君

が
代

」
一

同
を

奉
唱

し
た

。
熊

本
縣

知
事

は
、

軍
楽

隊
長

と
替

っ
て
薑

上
に

上
り

、
玉

座
に

正
面

し
て

厳
か

に
高

ら
か

に
「

天
皇

陛
下

萬
歳

」
と

唱
へ

た
。

全
員

は
「

萬
歳

」
と

和
し

、
而

し
て

一
一

一
度

重

ね
ら
れ
た
。
萬
歳
の
聾
は
山
野
に
響
き
渡
っ
た
。
後
は
復
ぴ
靜
粛
そ
の
も
の
で
あ
る
。

熊
本
縣
知
事
は
蔓
上
よ
り
下
り
て
、
玉
座
の
前
方
一
一
十
歩
に
至
り
、
各
縣
知
事
と
一
列
に
列
ぴ
た
る
後
、
更
に
鞠
躬
如
と
し
て

八
歩
を
前
進
し
、
謹
み
て
本
日
の
行
事
絡
了
の
旨
を
奏
上
し
て
、
再
び
一
元
の
位
置
に
着
い
た
。
各
縣
知
事
の
最
敬
禮
と
共
に
吹
奏
せ

ら
れ

る
劇

叺
を

合
圖

に
、

全
員

は
同

時
に

最
敬

禮
を

行
っ

た
。

陛
下

は
玉

座
よ

り
御

答
禮

を
給

ひ
く

除
に
還

御
の

途
に

就
か
せ

ら
れ

た
。

軍
樂

隊
は

再
び

「
君

が
代

」
を

奏
し

出
し

た
。

全
員

は
「

氣
ヲ

付
ヶ

」
の

姿
勢

を
取

り
て

奉
還

し
た

。
時

に
午

後
一

一
時

十
ら

れ
だ

。
軍

塗

分
で
あ
っ
た
。

鳴
呼

、
み

壼

濟
ん
だ
。
お
に

こ
と

で
あ

る
。

大
正
十
五
年
四
月
一
日
、
文
部
省
は
告
示
第
一
一
百
一
一
一
號
を
以
て
、
第
十
一
一
一
第
十
四
及
び
第
十
五
の
一
一
一
臨
時
識
員
養
成
所
を
増
設
し
、

第
二

章
第

五
高

等
學

校
後

期
一一一一一一一

み
惠

の
い

か
な

る
幸

か
、

か
し

こ
さ

に
涙

こ
ぼ

ろ
御

臨
幸

も
、

御
親

閲
も

、
か

く
し

て
感

激
と

歓
喜

と
の

裡
に
滞

り
な

く

お
ほ
け
な
き
今
日
の
ほ
ま
れ
を
、
萬
世
に
語
り
つ
ぎ
つ
シ
、
ひ
と
つ
心
に
こ
と
ほ
が
ん
も
、
實
に
生
け
る
か
ひ
あ
り
て
の

第
五
節
第
十
三
臨
時
敎
員
養
成
所

’



噸》螂繊
大
臣
祝
詞

綱
繍
鰄
文

生
徒
募
集

に
着
手

年目の賞
内所
容規

限的則

學
科

入
學
費
格

讃
）
で
あ
る
。

我
が
第
五
高
等
學
校
に
は
、
第
十
三
臨
時
教
員
養
成
所
と
し
て
數
學
科
を
置
き
、
同
月
よ
り
開
始
す
べ
き
旨
の
通
牒
を
發
し
た
・
是

に
於
て
か
本
校
は
、
明
治
一
一
一
十
五
年
一
一
一
月
一
一
十
八
日
の
勅
令
第
百
號
臨
時
教
員
養
成
所
官
制
竝
に
同
年
一
一
一
月
一
一
十
九
日
の
文
部
省
令

第
八
號
臨
時
教
員
養
成
所
規
程
に
基
い
て
、
本
所
規
則
竝
に
學
資
支
給
規
程
等
を
制
定
し
て
文
部
省
に
申
請
そ
の
認
可
を
得
、
直
ち

に
生
徒
募
集
に
着
手
し
、
百
五
十
一
一
一
名
に
對
し
て
、
國
語
・
漢
文
・
數
學
・
英
語
・
物
理
等
の
入
學
試
鹸
を
施
し
、
そ
の
結
果
一
一
一
十

五
名
（
給
費
生
十
五
名
私
費
生
一
一
十
名
）
の
入
墨
を
許
し
、
本
校
教
授
を
教
官
と
し
て
、
同
月
一
一
一
日
授
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
・

降
っ
て
昭
和
三
年
一
一
一
月
、
更
に
國
語
漢
文
科
を
も
設
置
す
る
こ
と
シ
な
っ
た
爲
に
、
規
則
を
改
定
し
て
生
徒
を
募
集
し
、
百
八
十

八
名
に
就
い
て
、
國
語
・
漢
文
・
數
學
・
英
語
及
び
國
史
の
試
験
を
行
ひ
て
一
一
十
五
名
（
給
費
生
十
一
一
名
私
費
生
十
三
名
）
を
選
抜

し
、
數
學
科
と
同
様
、
本
校
教
官
を
主
艦
と
し
て
、
五
月
十
四
日
よ
り
授
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
四
年
一
一
万
十
一
日
、

數
畢
科
一
一
十
七
名
の
第
一
同
卒
業
生
を
出
す
と
共
に
、
新
に
一
一
一
十
名
を
募
集
し
（
志
願
者
三
百
名
、
科
目
は
前
回
に
同
じ
）
、
國
語
漢

文
は
昭
和
六
年
一
一
一
月
十
一
日
の
卒
業
を
以
て
絡
ｂ
、
同
七
年
一
一
一
月
十
一
一
日
、
數
學
科
第
一
一
同
の
卒
業
を
以
て
、
本
所
を
閉
し
た
の
で

あ
る
。
而
し
て
前
後
一
一
一
回
の
卒
業
證
書
授
與
式
に
於
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
一
同
に
於
け
る
文
部
大
臣
の
祇
詞
（
學
校
長
代

抑
ど
臨
時
教
員
養
成
所
な
る
も
の
は
、
前
記
の
勅
令
第
百
號
第
一
條
に
は
、
「
臨
時
教
員
養
成
所
ハ
師
範
學
校
中
學
校
及
高
等
女
學

校
ノ
教
員
ク
ル
ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス
」
と
あ
り
、
又
文
部
省
令
第
八
號
第
一
條
に
は
、
「
臨
時
教
員
養
成
所
ニ
ハ
國
語
漢
文

科
、
英
語
科
、
數
學
科
、
博
物
科
、
物
理
化
學
科
、
家
事
裁
縫
科
、
鵲
操
家
事
科
、
理
科
家
事
科
、
歴
史
地
理
科
、
一
一
曰
學
科
、
艘
操

科
ノ
ー
學
科
若
ク
ハ
教
學
科
ヲ
置
ク
」
と
あ
り
、
そ
の
修
業
年
限
は
一
一
年
乃
至
一
一
一
年
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
営
所
規
則
第
一
節

總
則
第
一
條
も
そ
れ
に
準
篠
し
て
、
一
‐
本
所
ハ
師
範
學
校
、
中
畢
校
及
高
等
女
學
校
ノ
教
育
ク
ル
ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス
し
と

し
、
第
三
催
に
は
、
「
修
業
年
限
ハ
一
一
一
箇
年
ト
ス
」
と
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

本
所
は
、
規
則
第
四
節
定
員
入
畢
及
退
學
第
十
一
條
の
、
「
生
徒
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
男
子
ニ
シ
テ
閃
身
學
校
長
ノ
薦
畢
二
依
り

當
臨
時
教
員
養
成
所
管
理
者
二
於
テ
品
行
方
正
身
鵠
健
全
ニ
シ
テ
教
員
グ
ル
ニ
適
當
ナ
リ
ト
認
ム
ル
者
二
就
キ
試
験
ノ
上
選
抜
ス
但

第
一
一
號
中
出
身
學
校
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ハ
薦
學
ヲ
要
セ
ス
ー
、
師
範
學
校
、
中
學
校
ノ
卒
業
者
一
一
、
専
門
學
校
入
墨
者
検
定
規
程
ニ
依

り
試
験
検
定
一
一
合
格
シ
グ
ル
者
及
一
般
ノ
専
門
學
校
入
學
二
關
シ
無
試
騒
検
定
ヲ
受
ク
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
竝
小
學
校
本
科
正
教
員

免
状
ヲ
有
ス
ル
者
」
の
候
文
に
従
っ
て
入
學
を
許
可
し
た
る
者
に
對
し
て
、
勅
令
及
び
省
令
に
基
い
て
、
数
學
科
に
在
り
て
は
、
第

一學年には、修身（｜）、教育（一一）、學數（十七）、物理（一一一）、簿記（一一）、英語（一一一）、鵠操（一一）の七科目一一一十時間

を
、
第
二
第
一
一
一
學
年
に
は
、
簿
記
を
除
き
て
そ
の
一
一
時
間
を
數
學
に
加
へ
て
六
科
目
一
一
一
十
時
間
を
課
し
、
國
語
漢
文
科
に
在
り
て

。

一一一一一一一一一
第
二
率
第
五
高
等
學
校
後
期

本
日
妥
二
第
十
三
臨
時
教
育
養
成
所
卒
業
證
書
授
與
式
ヲ
學
行
セ
ラ
レ
新
二
有
爲
ノ
士
ヲ
我
ガ
教
育
界
二
迎
フ
ル
ハ
國
家
ノ
爲
慶

賀
一
一
鰹
へ
ザ
ル
所
ナ
リ

卒
業
生
諸
子
ハ
志
ヲ
立
テ
、
本
所
一
一
入
り
今
ャ
學
成
リ
テ
事
一
一
子
弟
教
育
ノ
業
二
従
ハ
ン
ト
ス
共
ノ
責
任
極
メ
テ
重
大
ナ
リ
庶
幾

ク
ハ
益
旦
日
新
ノ
學
術
ヲ
研
鑑
ス
ル
ト
共
二
深
ク
時
代
ノ
要
永
一
一
鑑
ミ
テ
重
キ
ヲ
徳
性
ノ
酒
養
二
置
キ
至
誠
訓
ヲ
垂
し
躬
行
範
ヲ

示
シ
以
テ
本
所
教
養
ノ
趣
旨
ヲ
徹
底
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ

昭
和
六
年
三
月
十
一
日

第
二
章
第
五
高
等
學
校
後
期

文
部
大
臣
田
中
隆
三

一

一

＝
■■■■■■■

￣

一

一



服
務
規
則

學
年
學
期
し
た
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

休
業
服
装

退
學

》》》》

生
徒
府
縣

別

而
し
て
正
賞
の
手
績
を
経
て
入
墨
せ
る
者
に
對
す
る
學
年
・
學
期
・
休
業
等
は
、
悉
く
本
校
生
徒
と
愛
ｂ
な
く
、
正
帽
の
如
き

も
、
徽
章
の
圓
形
内
に
、
「
教
」
の
文
字
を
表
せ
る
所
だ
け
が
異
り
、
白
線
三
條
も
同
じ
く
、
正
服
略
服
も
、
所
定
の
徽
章
入
の
釦

を
附
け
る
こ
と
だ
け
が
違
っ
て
ゐ
る
。

然
る
に
、
臨
時
教
員
養
成
所
に
在
り
て
は
、
元
來
、
授
業
料
を
徴
收
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
認
メ
グ
ル
ト

キ
ハ
學
賢
ノ
補
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
Ｌ
と
云
ふ
法
令
に
従
っ
て
、
本
所
に
於
て
は
、
給
費
生
に
對
し
、
月
額
金
武
拾
五
回
の
學
資

を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
て
居
り
、
法
規
上
、
卒
業
生
は
、
卒
業
證
書
受
得
の
日
よ
り
、
學
費
の
支
給
を
受
け
た
者
は
、
修
業
年
限

の
一
倍
半
に
相
富
す
る
期
間
、
學
費
の
支
給
を
受
け
ざ
る
者
は
、
修
業
年
限
の
一
一
分
の
一
に
相
醤
す
る
期
間
だ
け
、
引
績
含
教
育
に

關
す
る
服
務
に
従
事
す
べ
き
義
務
を
有
し
、
且
最
初
の
一
箇
年
は
、
文
部
大
臣
の
指
定
に
従
ひ
て
奉
職
す
る
の
義
務
を
有
し
、
已
む
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は
、
第
一
第
二
學
年
に
は
、
修
身
（
一
）
、
教
育
（
一
一
、
國
語
漢
文
（
一
一
一
）
、
歴
史
（
一
一
一
）
．
英
語
（
一
一
一
）
、
鵠
操
（
一
一
）
の
六
科
目
一
一
一
十

一
一
時
間
を
、
第
三
學
年
に
は
、
歴
史
を
除
き
て
漢
文
一
時
間
を
増
し
て
、
五
科
目
一
一
一
十
時
間
を
課
し
、
一
一
一
特
殊
の
學
科
を
除
く
の

外
は
、
す
べ
て
本
校
教
官
の
捨
當
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
第
十
七
條
に
從
へ
ば
、
疾
病
若
く
は
學
業
不
進
又
は
性
行
不
良
に
し
て
、
成
業
の
見
込
な
し
と
認
め
た
る
者
、
學
業
成

績
不
良
の
篤
、
進
級
し
龍
は
ざ
る
者
、
引
績
言
一
箇
年
以
上
欲
席
し
た
る
看
、
正
富
の
理
由
な
く
、
又
は
届
出
を
な
さ
ず
し
て
、
引

績
き
－
箇
月
以
上
銃
席
し
た
る
者
、
出
席
常
な
ら
ざ
る
者
の
何
れ
か
に
該
富
す
る
者
は
、
原
級
に
留
め
か
し
て
、
直
に
退
學
を
命
ぜ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
該
所
の
性
質
上
巳
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
営
所
の
生
徒
に
も
、
成
績
不
良
の
爲
に
、
退
學

を
得
ざ
る
場
合
は
、
大
正
十
四
年
四
月
二
十
六
日
文
部
省
令
第
二
十
九
號
の
高
等
師
範
學
校
卒
業
者
服
務
規
則
第
四
條
に
基
き
、
文

部
大
臣
の
許
可
を
俟
っ
て
、
他
に
就
職
す
る
こ
と
も
出
来
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
事
寳
、
営
所
卒
業
者
も
、
設
置
の
目
的
通
り
に
、

卒
業
と
同
時
に
、
若
く
は
卒
業
の
年
に
於
て
、
中
等
學
校
に
奉
職
す
る
こ
と
が
出
來
か
し
て
、
中
に
は
一
時
小
學
校
に
奉
職
し
た

り
、
満
洲
園
の
官
史
に
な
っ
た
り
し
た
者
も
あ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
営
所
數
學
科
第
一
回
生
を
府
縣
別
に
す
れ
ば
、
熊
本
・
一
耐
岡
は
各
七
名
、
鹿
兒
島
は
三
名
、
佐
賀
・
長
崎
は
各
二
名
、
大

分
・
宮
崎
・
山
口
・
廣
島
及
び
愛
媛
は
各
一
名
と
な
り
、
同
科
第
二
回
生
は
、
熊
本
・
幅
岡
は
各
七
名
、
佐
賀
は
六
名
、
鹿
兒
島
・

岡
山
は
各
二
名
、
大
分
・
宮
崎
・
廣
島
及
び
香
川
は
各
一
名
と
な
り
、
更
に
國
語
漢
文
科
は
、
熊
本
十
名
、
輻
岡
は
五
名
、
佐
賀
・

鹿
兒
島
は
各
二
名
、
宮
崎
・
長
崎
・
岡
山
及
び
徳
島
は
各
一
名
で
、
全
鐙
を
通
じ
て
見
れ
ば
①
熊
本
の
二
十
五
名
を
第
一
位
と
し

て
、
輻
岡
の
十
九
名
、
佐
賀
の
十
一
名
、
鹿
兒
島
の
八
名
、
宮
崎
・
長
崎
・
岡
山
の
各
三
名
の
順
位
と
な
り
、
大
分
・
山
口
。
廣
島
・

愛
媛
及
び
香
川
は
、
何
れ
も
一
名
宛
と
な
っ
て
る
ろ
。

絃
に
一
言
附
記
し
て
置
き
た
い
の
は
、
臨
時
教
員
養
成
所
出
身
者
の
、
卒
業
後
に
於
け
る
地
位
と
、
愛
校
の
観
念
と
に
就
い
て
で

あ
る
。
中
等
學
校
教
員
の
大
多
教
が
、
官
立
の
高
等
師
範
學
校
卒
業
者
で
あ
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
等
の
人
々
は
、
夫

々
の
母
校
を
誇
り
と
も
爲
し
、
又
互
に
連
絡
を
保
っ
て
、
隠
然
た
る
一
大
勢
力
を
有
し
て
ゐ
る
の
に
較
べ
る
と
、
官
私
立
大
學
及
び

専
門
畢
校
出
身
者
達
は
、
そ
の
數
に
於
て
も
少
く
、
聯
絡
も
充
分
で
な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
地
位
も
し
か
く
安
固
で
は
な
さ
さ
ぅ

だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
各
自
の
出
身
校
を
背
景
と
し
て
、
柳
か
な
か
ら
連
絡
を
保
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
有
形
に
無
形
に
、
相
當
の
力

躯
さ
を
感
じ
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
。
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左
翼
的
方

面
の
動
向

□

は
、
如
何
な
る
べ
き
か
と
患
へ
し
め
た
程
で
あ
っ
た
。
而
し
て
前
期
の
経
ｂ
頃
即
ち
大
正
五
年
、
吉
野
作
進
氏
が
ｐ
中
央
公
論
誌
上

に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
喧
傳
し
、
河
上
肇
氏
が
、
貧
乏
物
語
を
著
し
て
、
青
年
學
徒
に
愛
讃
さ
れ
た
の
は
、
｛
掩
ふ
く
か
ら
ざ
る
事
實
で

あ
る
。
加
ふ
る
に
、
大
正
七
年
、
東
京
帝
國
大
學
畢
生
の
一
部
が
、
新
人
會
な
る
も
の
を
組
織
し
、
人
類
解
放
の
新
機
蓮
に
協
調
し

て
そ
の
促
進
に
努
力
す
る
こ
と
、
現
代
日
本
の
合
理
的
改
造
運
動
に
従
事
す
る
こ
と
、
等
を
目
標
と
し
て
活
動
を
開
始
し
た
こ
と
も

亦
，
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
事
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
今
期
の
當
初
大
正
八
年
、
河
上
肇
氏
の
砒
會
問
題
研
究
の
創
刊
を
見
、
大

正
九
年
に
は
、
東
大
助
教
授
森
戸
辰
男
氏
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
祇
會
思
想
の
研
究
と
云
ふ
論
文
に
よ
る
筆
禍
事
件
が
あ
り
、
東
京
上

野
公
園
雨
大
師
前
に
於
け
る
第
一
同
メ
ー
デ
ー
や
、
日
本
杜
會
主
義
同
盟
の
創
立
な
ど
を
見
、
大
正
十
一
年
に
は
、
京
都
に
於
て
全

國
水
平
杜
創
立
大
會
が
開
か
れ
、
叉
、
日
本
農
民
組
合
な
る
も
の
が
、
杉
山
元
治
郎
・
賀
川
豐
彦
氏
等
に
依
っ
て
組
織
せ
ら
れ
、
各

地
に
於
け
る
小
作
争
議
や
勢
働
争
議
の
頻
發
の
蔦
に
、
内
務
省
に
は
祇
會
局
が
設
置
さ
る
シ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
十
二
年
九
月
一
日
の
關
東
大
震
災
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
わ
け
て
十
一
一
月
一
一
十
七
日
、
開
院
式
當
日
に
起
っ
た
虎
の
門
事
件
、

そ
れ
に
件
ふ
山
本
内
閣
の
總
辮
職
に
至
っ
て
は
、
恐
擢
の
極
み
で
あ
る
が
、
六
月
に
起
っ
た
第
一
次
日
本
共
産
蕊
事
件
も
、
肚
會
の

耳
目
を
聾
動
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
大
正
士
一
年
五
月
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
な
る
雑
誌
ま
で
が
創
刊
せ
ら
れ
、
同
月

又
、
マ
ル
ク
ス
百
年
祭
を
期
し
て
、
杜
會
科
學
聯
合
倉
な
る
名
禰
の
下
に
、
畢
生
運
動
の
杢
國
的
結
成
を
出
現
せ
し
め
、
六
月
に

は
、
文
藝
戦
線
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
藝
雑
誌
の
發
刊
せ
ら
る
夢
等
、
そ
の
波
及
す
る
所
、
賞
に
恐
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
翌
年
七
月
に
は
、
京
都
帝
國
大
學
に
於
て
、
畢
生
枇
會
科
學
聯
合
會
な
る
も
の
が
催
さ
れ
、
一
面
、
所
謂
幅
本
イ
ズ
ム
の
喧
傳

も
亦
、
無
産
運
動
に
異
常
の
影
響
を
與
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
十
五
年
一
月
に
は
、
遂
に
所
謂
京
大
事
件
な
る
も
の
が
起
り
、
多
数
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前
記
に
於
て
も
、
肚
會
主
義
的
急
進
思
想
の
影
響
を
蒙
ｂ
、
遊
し
き
に
至
り
て
は
、
革
命
な
る
語
を
無
造
作
に
使
っ
て
ゐ
る
向
も

な
い
で
は
な
い
が
、
大
鰐
よ
り
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
マ
ー
ー
ズ
ム
、
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
、
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
等
の
文
學
的
色
彩
の
濃
厚
に
な
っ

た
こ
と
を
覺
え
る
。
然
る
に
本
期
に
於
て
は
、
軍
に
我
が
龍
南
の
み
な
ら
ず
、
中
畢
生
や
女
畢
生
ま
で
が
赤
化
さ
れ
て
、
勢
働
争
議

に
加
は
ろ
と
云
ふ
有
様
で
、
、
そ
の
超
く
所
底
止
す
る
を
知
ら
ざ
る
の
慨
が
あ
り
、
憂
國
の
士
を
し
て
、
一
旦
國
家
有
事
の
際
に
於
て

然
る
に
、
濁
り
臨
時
教
育
養
成
所
の
出
身
者
に
限
っ
て
は
、
就
職
の
際
に
於
て
こ
そ
、
該
所
の
管
理
者
な
り
主
任
教
授
な
り
の
識

》
←

力
に
對
し
て
、
充
分
の
感
謝
を
捧
げ
る
と
共
に
、
該
所
設
置
の
學
校
に
對
し
て
も
、
充
分
の
感
謝
を
捧
げ
る
と
共
に
、
相
賞
の
愛
着

●

を
有
し
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
が
、
｜
度
當
時
の
管
理
者
や
主
任
教
授
が
そ
の
學
校
を
去
っ
た
後
で
は
、
僅
に
教
を
受
け
た
教
官
に
對

す
る
師
弟
の
慌
誼
が
あ
る
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
而
も
そ
れ
等
の
教
官
ま
で
も
去
る
に
至
っ
て
は
、
母
校
と
し
て
は
、
小
學
校
と
中
等

學
校
と
に
過
ぎ
か
、
殊
に
、
中
等
學
校
卒
業
者
た
ら
ざ
る
も
の
は
、
小
學
校
だ
け
で
あ
り
、
恂
に
心
寂
し
い
こ
と
で
あ
ら
う
と
恩

ふ
。
固
よ
り
、
筍
も
一
旦
身
を
教
育
界
に
投
じ
た
以
上
は
、
母
校
な
ど
を
背
景
と
せ
ず
、
鉋
迄
自
力
を
以
て
運
命
を
開
拓
す
る
だ
け

の
意
氣
と
努
力
と
を
堅
持
す
べ
き
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
實
際
は
必
ず
し
も
さ
う
ば
か
り
は
行
か
ぬ
も
の
ら
し
く
、
本
校
に
於
て

も
、
同
窓
會
な
ど
に
出
席
す
る
者
は
、
一
人
も
無
い
有
様
で
あ
る
。

母
校
を
有
し
な
い
者
は
寂
し
い
。
母
校
愛
を
感
じ
な
い
こ
と
は
、
人
し
て
も
物
足
り
な
い
。
祝
ん
や
教
育
者
に
於
て
特
に
然
り
と

す
る
。
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